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バンコク駐在員事務所における道庁派遣職員新規受入れについて 

 

北洋銀行は、北海道庁と協力し、道内中小企業の海外進出を支援することを目的とし

て、平成 27 年 7 月より、バンコク駐在員事務所において道庁派遣職員を新規に受入れ

します。 

 

バンコク駐在員事務所は、平成 26 年 1 月に北海道のアセアンにおけるビジネスセン

ター機能を果たすことを目的に開設したものであり、今回の道庁職員受け入れにより、

道庁との連携・協力を一層強化するものです。道庁職員受入れに合わせ、現地スタッフ

も 1名増員することで、日本人駐在員 2名、現地スタッフ 2 名の 4 名体制となります。 

 

アセアン地域は、タイ、シンガポールを中心にベトナム、インドネシア、マレーシア

など消費市場は拡大しており、今後道産品の販売や観光客の誘致など、北海道との関係

が拡大していくことが見込める有望な地域です。今回の事務所増員によって、JETROシ

ンガポール事務所への当行派遣職員等を含めて関係機関と連携しながら、アセアン全域

をカバーできる体制を整えることとなります。 

 

北洋銀行では、アセアン地域との取引や進出を希望する道内中小企業への情報提供を

行っており、今後もアセアンの情報を積極的に発信し、道内経済の活性化と企業の発展

に努めてまいります。 
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